
財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

   （１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・保有無し 

   （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・建物並びに器具及び備品等 ― 定額法 

   （３）引当金の計上基準 

    ・引当金の計上無し 

 

２．重要な会計方針 

    平成２３年７月２７日改正 社会福祉法人会計基準による 

 

３．採用する退職給付制度 

    独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 

 

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分 

   （１）社会福祉法人 輪島市福祉会 財務諸表 

      （第 1 号の１様式、第２号の１様式、第３号の４様式） 

   （２）拠点区分事業活動明細書（第２号の３様式） 

      ア 特別養護老人ホームあての木園 

      イ あての木園短期入所センター 

      ウ あての木園デイサービスセンター 

      エ あての木園訪問介護センター 

      オ あての木園訪問入浴介護センター 

      カ あての木園居宅介護支援事務所 

      キ あての木園配食サービス 

      ク 認知症対応型デイサービス 

   （３）拠点区分資金収支明細書は、第 1 号の３様式 

 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地     

建物 465,880,354  34,905,983 430,974,371 

定期預金     

投資有価証券     

合 計 465,880,354  34,905,983 430,974,371 

 

 



６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金 

  の取崩し 

     国庫補助金等特別積立金の取崩し 

      国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩し 

                 ２３，７８０，５６７円 

７．担保に供している資産 

    担保に供されている資産は以下のとおりである。 

なし 

    担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

             なし 

 

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円） 

固定資産の種類 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 1,408,115,470 977,141,099 430,974,371 

土地 78,433,540 0 78,433,540 

建物 456,951,462 302,162,016 154,789,446 

構築物 2,002,000 1,249,799 752,201 

機械及び装置 157,279,730 103,796,278 53,483,452 

車輌運搬具 54,554,584 51,461,155 3,093,429 

器具及び備品 140,963,962 100,844,518 40,119,444 

無形固定資産 21,759,650 18,145,136 3,614,514 

合 計 2,320,060,398 1,554,800,001 765,260,397 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

    債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円） 

債権の種類 債権額 徴収不能引当金の当期末残高  債権の当期末残高 

事業未収金 43,719,171 0 43,719,171 

未収補助金  0  

 

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

     該当無し 

１１．関連当事者との取引の内容 

     該当無し 

１２．重要な後発事象 

該当無し 

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項 

     該当なし 


